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税務訴訟資料 徴収関係判決 令和２年判決分（順号２０２０－１８） 

東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 裁決取消請求事件 

国側当事者・国（雪谷税務署長） 

令和２年８月２０日棄却・控訴 

   判     決 

原告         Ｘ 

被告         国 

同代表者法務大臣   三好 雅子 

処分行政庁      雪谷税務署長 

           谷口 義弘 

同指定代理人     伊藤 隆行 

           倉田 将幸 

           中村 芳一 

           木村 智広 

           髙梨 英樹 

   主     文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 請求の趣旨 

１ 処分行政庁が平成３０年１０月１２日付けで原告に対してした原告の平成２９年分の所得税

及び復興特別所得税に係る更正処分のうち、総所得金額４４３万５９６８円、納付すべき税額

マイナス４４万１８９５円（還付金の額に相当する税額）を超える部分及び過少申告加算税の

賦課決定処分を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成３０年１０月２９日付けで原告に対してした平成２９年分の所得税及び復

興特別所得税に係る還付金の充当処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

原告は、外国法人から支払を受けた配当金について、当該配当金の支払通知書に記載された

外国所得税の額の全額を外国税額控除の額として控除し、平成２９年分の所得税及び復興特別

所得税（以下「所得税等」という。）の確定申告を行ったところ、処分行政庁は、所得税法に

規定する外国税額控除の限度額を超える外国所得税の額を控除することはできないとして、同

年分の所得税等の更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課決定

処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更正処分等」とい

う。）を行うとともに、同年分の所得税等に係る還付金の額の一部を本件更正処分等により納

付すべきこととなった税額に充当する処分（以下「本件充当処分」といい、本件更正処分等と
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併せて「本件各処分」という。）を行った。 

本件は、原告が、本件更正処分により外国税額控除の額が減額されている部分は、我が国が

他国との間で締結した租税条約又は租税協定に反するなどとして、本件更正処分の一部の取消

し並びに本件賦課決定処分及び本件充当処分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

本件に関係する所得税等の定めの概要は別紙１－１のとおりであり、本件に関係する租税条

約及び租税協定の定めは別紙１－２から１－５までのとおりである（なお、これらの別紙にお

いて定義した略称等は、以下の本文においても同様に用いる。）。 

２ 前提事実 

（１）平成２９年分の所得税等の確定申告 

原告は、平成３０年３月１５日、処分行政庁に対し、外国税額控除の額を２５万９８９

０円、納付すべき税額を△４９万４３６９円と記載した平成２９年分の所得税等の確定申

告書（以下「本件確定申告書」という。）を提出し、この結果、原告には、還付金４９万４

３６９円（以下「本件還付金」という。）が発生した（別紙２・「確定申告」欄。乙１４、

弁論の全趣旨）。 

本件確定申告書には、Ａ証券株式会社が発行した原告の平成２９年分上場株式配当等の

支払通知書（以下「本件Ａ証券支払通知書」という。）及びＢ証券株式会社が発行した原告

の平成２９年分上場株式配当等の支払通知書（以下「本件Ｂ証券支払通知書」といい、本

件Ａ証券支払通知書と併せて「本件各支払通知書」という。）が添付されていた。本件各支

払通知書は、原告が平成２９年中に外国法人から支払を受け、上記各証券会社を通じて受

領した配当金の支払通知書であり、本件確定申告書における外国税額控除の額は、本件各

支払通知書に記載された外国所得税の合計額全額である（甲７、乙１、１４、１５、弁論

の全趣旨）。 

（２）本件更正処分等 

処分行政庁は、本件確定申告書について、外国税額控除の額は、所得税法９５条１項の

規定による控除限度額（以下単に「控除限度額」という。）を超えることはできず、原告の

平成２９年分の外国税額控除の額には誤りがあるとして、平成３０年１０月１２日付けで、

原告に対して本件更正処分等を行った（別紙２・「更正処分等」欄。乙１６）。 

この結果、原告には、本件更正処分等により納付すべき税額として、平成２９年分の所

得税等の額１５万３５００円（復興特別措置法２４条２項の規定により百円未満の端数金

額を切り捨てた後のもの）及び過少申告加算税の額１万５０００円が発生した（乙１６）。 

（３）本件充当処分 

処分行政庁は、平成３０年１０月２９日付けで、本件還付金のうち１６万８５００円を、

本件更正処分等により発生した納付すべき所得税等の額１５万３５００円及び過少申告加

算税の額１万５０００円に充当する内容の充当処分（本件充当処分）を行った（甲１）。 

（４）本件裁決 

原告は、平成３０年１２月１６日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の取消しを求

めて審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、令和元年７月２日付けで、これを棄却

する旨の裁決（本件裁決）を行った（別紙２・「審査請求」欄及び「審査裁決」欄。甲１）。 
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（５）本件訴えの提起 

原告は、令和元年７月１８日、本件裁決の取消しを求め、本件訴えを提起したが、同月

２６日、本件更正処分等及び本件充当処分の取消しを求める訴えに変更した（顕著な事実）。 

３ 争点及びこれに関する当事者の主張 

本件の争点は、本件各処分の適法性であり、主として、原告の主張する外国所得税の額のう

ち控除限度額を上回る部分について外国税額控除を認めなかったことの適法性が争われている。 

（被告の主張） 

（１）ア 我が国の所得税法は、外国税額控除について、控除限度額を限度として、その控除対

象外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する旨規定しており（９５条１項）、

我が国が締結した租税条約が、具体的な適用要件や計算方法について国内法の規定する

ところと異なる定めをしていない場合には、当該規定に従って外国税額控除の額を計算

すべきこととなる。 

この点について、日本とアメリカ合衆国（以下「アメリカ」という。）、インドネシア

共和国（以下「インドネシア」という。）、ベルギー王国（以下「ベルギー」という。）

及びロシア連邦（以下「ロシア」という。）との間の各租税条約又は租税協定（以下

「本件各租税条約等」という。）は、二重課税の排除の条項において、要旨として、日

本の居住者が条約相手国に納付した外国所得税の額を日本において課される租税の額か

ら控除することについては、日本の法令の規定に従う旨を明確に規定しており、そのほ

かに、外国税額控除の具体的な適用要件又は計算方法について国内法の規定するところ

と異なる定めと解される文言を置いていない（日米租税条約２３条１項、日尼租税協定

２３条１項、日ソ租税条約２０条１項及び日白租税条約２３条１項参照）。 

そうすると、本件各租税条約等においては、いずれも日本の所得税法の規定に従って

外国税額控除を行うこととされているといえるから、原告の平成２９年分の所得税等に

係る外国税額控除の額の計算に当たっては、同法９５条１項及び同項の委任を受けた所

得税法施行令２２２条の規定に従って控除限度額を計算し、当該控除限度額を限度とし

て外国税額控除の額を計算することとなる。 

イ（ア）原告の平成２９年分の所得税等の納付すべき税額は、別紙３のとおり、△３４

万０８１３円であるところ（なお、「△」は、還付金の額に相当する税額を表す。

以下同じ。）、当該金額は、本件更正処分における納付すべき税額と同額であり、本

件更正処分における外国税額控除の額の計算は所得税法の規定に基づき行われてい

るといえるから、本件更正処分は適法である。 

（イ）上記（ア）のとおり、本件更正処分は適法であるところ、本件更正処分により原

告が新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった事実のうちに、本件

更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法６

５条４項に規定する「正当な理由」があると認められるものはない。 

したがって、本件更正処分に伴って原告に賦課されるべき過少申告加算税の額は、

通則法６５条１項の規定に基づき、本件更正処分により原告が新たに納付すべき税

額１５万円（同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数を切り捨てた後の

もの）に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である１万５０００円（別紙
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２・「更正処分等」の「過少申告加算税の額」⑬欄）となる。 

そして、当該過少申告加算税の額は、本件賦課決定処分における過少申告加算税

の額と同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。 

（ウ）通則法５７条１項は、税務署長は、還付金等がある場合において、その還付を受

けるべきものについて納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代え

て、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定するところ、原告には、

本件還付金４９万４３６９円があり、一方で本件更正処分等により新たに納付すべ

き所得税等１５万３５００円及び過少申告加算税１万５０００円が生じたことから、

処分行政庁は、同項の規定に基づいて、平成３０年１０月２９日付けで、本件還付

金のうち１６万８５００円を、還付に代えて、上記納付すべき所得税等及び過少申

告加算税に充当した。 

したがって、本件充当処分は適法である。 

（２）ア これに対し、原告は、要旨、日米租税条約、日尼租税協定及び日ソ租税条約（以下、

これらを併せて「日米租税条約等」という。）については、二重課税の排除に係る各条

項の末尾にある「ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部

分を超えないものとする。」というただし書（以下「本件ただし書」という。）のうち

「日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分」を所得税の源泉徴収税額と地方税

の特別徴収額との合計額を指すものと解釈した上で、日米租税条約等については、本件

ただし書が含まれることによって、外国税額控除の限度額が、所得税法で規定する控除

限度額から日本における所得税の源泉徴収税額及び地方税の特別徴収額の合計額に置き

替えられる旨主張するものと考えられる。 

しかしながら、本件ただし書は、日米租税条約等の二重課税の排除に係る各条項の本

文の規定に基づき日本の租税の額からアメリカ、インドネシア及びロシア（以下「アメ

リカ等」という。）の租税の額を控除することについて限度額を設ける趣旨の規定であ

ると解され、日米租税条約等の二重課税の排除に係る各条項の文言からすれば、当該限

度額の計算方法についても、日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税か

ら控除することに関する日本国の法令の規定に従って計算するのが相当であり、当該限

度額は、「日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに

関する法令の規定」である所得税法９５条１項が定める外国税額控除を行う際における

控除限度額を指すことになる。 

イ また、原告は、外国所得税の額が控除限度額を上回る部分について、二重課税とな

るから当該外国との租税条約に反する旨主張する。 

しかしながら、外国税額控除制度の趣旨からすれば、我が国の実効税率を上回る税率

で課税された外国所得税が控除されないとしても、それは我が国の国内源泉所得に対す

る税負担が浸食されないようにするためであり、外国税額控除を適用したとしても二重

課税が完全に排除されるとは限らない。そして、少なくとも我が国の所得税法において

は、国外所得の発生時期と外国所得税の納付時期のずれなどにより外国所得税の額が控

除限度額を上回り、控除を受けられない部分が発生した場合について、所得税法９５条

２項（繰越控除限度額）及び３項（繰越控除対象外国所得税額）の規定により一定の調
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整が図られるようになっているのであって、仮にこれらの規定の適用を受けた上でもな

お二重課税となる部分が残ったとしても、そのことは、同法等の規定に従って行われた

本件更正処分を違法とする理由となるものではない。 

（原告の主張） 

（１）本件ただし書にいう「日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分」とは、控除限度

額を意味し、日本の地方税は、日本国の中で賦課された所得に対する税であることからすれ

ば、「日本の所得税の額」に含まれるといえるから、上記部分は「日本の税額のうち、日本

で受け取る外国からの配当収入に対する所得税（税率１５．３１５％）及び住民税（税率

５％）の合計額」と解される。したがって、支払者の所在国別に外国税額控除が可能な額は、

別紙４のとおりとなり、外国税額控除の額は２０万７４１６円である。外国税額控除に最高

限度額を設けてこれを超えた額を控除額から減額するのであれば、アメリカ等との関係では、

この減額分は日米租税条約等が規定する二重課税の除去に反し、外国との条約は国内法に優

先するから上記減額は違法となるところ、外国税額控除の額を本件各処分における計算のと

おり上記２０万７４１６円から減額すれば、アメリカ等のいずれかの国の控除対象の税額が

減額され、結果的に二重課税となるから、日米租税条約等に違反することとなる。 

別紙４のとおり、アメリカ及びロシアの外国所得税の額は、それぞれ日本の所得税の額

を超えないから、各外国所得税の額を控除することができ、一方、インドネシアの外国所

得税の額は、日本の所得税の額を超えるから、日本の所得税の額を控除することができる。

なお、アメリカ等についての外国税額控除が可能な額の合計は２０万７４１６円となり、

日本の当該所得に対する税の控除最高限度額とされた１０万６３３４円を上回るので、ベ

ルギーについての外国税額控除が可能な額については、これを加算しないこととする。 

（２）被告は、本件ただし書の解釈につき、るる主張するが、原告の解釈及び計算方法による別

紙４の外国税額控除の額は日米租税条約等に適ったものであるから、原告による上記の解釈

も認められるべきである。 

（３）被告は、本件各処分において、インドネシアについての外国所得税の額を税額２０％で計

算した資料に基づき計算しているところ、被告が主張するとおり税額１５％で計算したので

あれば所得及び税額が変わることからも、本件各処分は不適法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１（１）国際的二重課税を排除するか否かは、各国の政策的判断により決定される事項であって、

我が国は、租税条約の有無にかかわらず、国際的二重課税を排除することを目的として外

国税額控除制度（所得税法９５条）を設けているところ、これは、我が国の国際的競争力

の維持発展を図るという政策的要請の下に、国際的二重課税を防止し、投資や経済活動に

対する課税の公平と税制の中立性の確保という政策的目的を実現するために、課税を減免

する措置を定めたものというべきである。そして、所得税法施行令２２２条が控除限度額

を定めるところ、この規定は、上記の政策的考慮を超えて我が国の国内源泉所得に対する

税負担が減少することのないようにする目的に照らし合理的なものであり、違法であると

いうことはできない。 

そして、我が国が締結した本件各租税条約等においては、いずれも国際的二重課税排除

のために外国税額控除を認める旨を規定しているが、これらの規定は、具体的な適用条
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件や控除計算について、租税条約が国内法の規定するところと異なる定めをしている場

合に、その限りにおいて優先的に適用されるものと解される。 

（２）外国税額控除に関して、日米租税条約２３条１項（ａ）、日尼租税協定２３条１項

（ａ）及び日ソ租税条約２０条１項は、概ね、①日本国以外の国において納付される租税

を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規定に従い、②日本国の居住者

が日米租税条約等に従って条約相手国において租税を課される所得を当該条約相手国にお

いて取得する場合には、当該所得について納付される当該条約相手国の租税の額は、当該

居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する、③ただし、控除の額は、日本国

の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする（本件ただし書）旨規定

している（日白租税条約２３条１項においても、大要上記①②と同旨の規定が置かれてい

る。）。 

そして、所得税に関する上記①の「日本国の法令の規定」である、外国税額控除に関す

る所得税法９５条及び所得税法施行令２２２条の規定は、控除限度額を超える外国税額

控除を認めていないから、上記②の当該所得について納付される当該条約相手国の租税

の額は、上記各規定により控除が認められる額を超える額を含まないものと解される。 

また、日米租税条約等には、外国税額控除に関して国内法の規定と異なる具体的な適用

条件や控除計算を定めた部分があるとはいえないから、上記③（本件ただし書）は、所

得税法９５条及び所得税法施行令２２２条により控除が認められる金額（控除限度額）

を超える部分を外国税額控除することができない旨をいうものと解される。 

したがって、本件各租税条約等においては、いずれも日本の所得税法の規定に従って外

国税額控除を行うこととされているといえるから、原告の平成２９年分の所得税等に係

る外国税額控除の額の計算に当たっては、同法９５条及び所得税法施行令２２２条の規

定に従って計算した控除限度額を限度として、外国税額控除の額を計算することとなる。 

（３）ア 以上を前提として、原告の平成２９年分の所得税等の納付すべき税額を計算すると、

別紙３のとおり△３４万０８１３円となるものと認められ（別紙３掲記の各証拠及び

弁論の全趣旨）、この金額は、本件更正処分における納付すべき税額と同額であるか

ら、本件更正処分は適法である。なお、原告は、被告が本件各処分において、インド

ネシアについての外国所得税の額を税額２０％で計算した資料に基づき計算している

ところ、被告が主張するとおり税額１５％で計算したのであれば所得及び税額が変わ

る旨主張するが、インドネシアについての外国所得税の額の処理については、別紙３

の４（４）ア（イ）に記載のとおりとするのが相当であり（同記載の各証拠及び弁論

の全趣旨）、このような処理に何ら違法はなく、本件各処分における所得及び税額の

計算に誤りはない。 

イ そして、本件の全証拠に照らしても、本件更正処分により原告が新たに納付すべき

こととなった税額の計算の基礎となった事実のうちに、本件更正処分前における税額

の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法６５条４項に規定する「正当

な理由」があると認めることはできない。 

したがって、本件更正処分に伴って原告に賦課されるべき過少申告加算税の額は、

通則法６５条１項の規定に基づき、本件更正処分により原告が新たに納付すべき所得
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税等の額１５万円（同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数を切り捨てた

後のもの。前記前提事実（２）参照）に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額

である１万５０００円であり、本件賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額

であるから、本件賦課決定処分は適法である。 

ウ 前記前提事実（１）、（２）、上記イのとおり、原告には、平成２９年分の所得税等

に係る本件還付金４９万４３６９円が発生しており、一方で本件更正処分等により新

たに納付すべき税額として、同年分の所得税等の額１５万３５００円及び過少申告加

算税の額１万５０００円が発生したところ、処分行政庁が本件還付金のうち１６万８

５００円を還付に代えて上記の所得税等の額及び過少申告加算税の額に充当した本件

充当処分（前記前提事実（３））は、通則法５７条１項に従ったものと認められるか

ら、適法である。 

２ 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判

決する。 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 森 英明 

裁判官 小川 弘持 

裁判官 鈴鹿 祥吾 
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（別紙１－１） 

１ 所得税法等の定め 

（１）所得税法等における外国税額控除に関する規定 

所得税法（平成３０年法律第７号による改正前のもの。以下同じ。）９５条１項は、居住

者が各年において外国所得税（外国の法令により課される所得税に相当する税で所得税法

施行令２２１条で定めるものをいう。以下同じ。）を納付することとなる場合には、同法８

９条から９２条までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において

生じた国外所得金額（国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場

合に課税標準となるべき金額に相当するものとして同令２２１条の２で定める金額をいう。

以下同じ。）に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額（控除限度額）

を限度として、「控除対象外国所得税の額」をその年分の所得税の額から控除する旨規定す

る。 

ア 「控除対象外国所得税の額」の意義 

上記「控除対象外国所得税の額」とは、その外国所得税の額から、居住者の通常行われ

る取引と認められないものとして政令（所得税法施行令２２２条の２第１項）で定める

取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する

法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関

する法令により課されるものとして政令（同条３項）で定める外国所得税の額その他政

令（同条４項１号～５号）で定める外国所得税の額を除いたものをいう（所得税法９５

条１項）。 

そして、「控除対象外国所得税の額」の計算において外国所得税の額から除かれるもの

とは、我が国が租税条約を締結している条約相手国等において課される外国所得税の額

のうち、当該租税条約の規定により当該条約相手国等において課することができること

とされている額を超える部分に相当する金額等をいう（所得税法施行令２２２条の２第

４項４号）。 

イ 控除限度額の計算 

所得税法９５条１項の委任を受けた所得税法施行令２２２条は、「控除限度額」につい

て、居住者のその年分の所得税の額（同法９５条の規定を適用しないで計算した場合の

所得税の額とし、附帯税の額を除く。）に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整

国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする旨規定し（１項）、上記「その年

分の所得総額」について、同法７０条１項若しくは２項（純損失の繰越控除）又は７１

条（雑損失の繰越控除）の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする旨規定し（２項）、上記「その年分の調整

国外所得金額」について、同法７０条１項若しくは２項又は７１条の規定を適用しない

で計算した場合のその年分の同法９５条１項に規定する国外所得金額をいう旨規定する

（３項）。 

（２）東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措

置法（平成３０年法律第７号による改正前のもの。以下「復興特別措置法」という。）等に

おける外国税額控除の定め 
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復興特別措置法１４条１項は、復興特別所得税申告書を提出する居住者が所得税法９５

条１項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税

の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、その年分の復興特別所得税の額のうち、

その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めると

ころにより計算した金額（以下「復興特別所得税控除限度額」という。）を限度として、そ

の超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する旨規定する。 

そして、所得税法９５条１項の委任を受けた復興特別所得税に関する政令（平成３０年

政令第１４９号による改正前のもの。以下同じ。）３条１項は、復興特別措置法１４条１項

に規定する復興特別所得税控除限度額は、同項の居住者のその年分の所得税の確定申告書

に係る基準所得税額につき計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行

令２２２条１項に規定する割合（上記（１）イ参照）を乗じて計算した金額とする旨規定

する。 

（３）国税通則法（以下「通則法」という。）における充当の定め 

通則法５７条１項は、税務署長は、還付金又は国税に係る過誤納金（以下「還付金等」

という。）がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなってい

る国税があるときは、還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規

定する。 

以上 
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（別紙１－２） 

〇 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆

国政府との間の条約（令和元年８月３０日条約第８号による改正前の平成１６年３月３０日条約第

２号。以下「日米租税条約」という。） 

第十条 

１ 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方

の締約国において租税を課することができる。 

２ １の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法

令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居

住者である場合には、４及び５に定める場合を除くほか、次の額を超えないものとする。 

（ａ） 当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日に、当該配当を支払う

法人の議決権のある株式の十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合には、

当該配当の額の五パーセント 

（ｂ） その他のすべての場合には、当該配当の額の十パーセント 

この２の規定は、当該配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼ

すものではない。 

３～５ 〔略〕 

６ この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利（信用に係る債権を除

く。）から生ずる所得及び支払者が居住者とされる締約国の租税に関する法令上株式から生ずる

所得と同様に取り扱われる所得をいう。 

７～１１ 〔略〕 

第二十三条 

１ 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法

令の規定に従い、 

（ａ） 日本国の居住者がこの条約の規定に従って合衆国において租税を課される所得を合衆国

において取得する場合には、当該所得について納付される合衆国の租税の額は、当該居住者

に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額

のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。 

（ｂ） 〔略〕 

この１の規定の適用上、日本国の居住者が受益者である所得でこの条約の規定に従って合衆国に

おいて租税を課されるものは、合衆国内の源泉から生じたものとみなす。 

２、３ 〔略〕 
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（別紙１－３） 

〇 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和

国との間の協定（昭和５７年１２月１０日条約第１９号。以下「日尼租税協定」という。） 

第十条 

１ 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方

の締約国において租税を課することができる。 

２ １の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法

令に従つて租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者

である場合には、次の額を超えないものとする。 

（ａ） 当該配当の受益者が、利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ十二箇月の期間を

通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも二十五パーセントを所有する

法人である場合には、当該配当の額の十パーセント 

（ｂ） その他のすべての場合には、当該配当の額の十五パーセント 

この２の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすもの

ではない。 

３ この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利（信用に係る債権を除

く。）から生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であつて分配を行う法人が居住者とされ

る締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。 

４、５ 〔略〕 

第二十三条 

１ 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法

令に従い、 

（ａ） 日本国の居住者がこの協定の規定に従つてインドネシアにおいて租税を課される所得を

インドネシアにおいて取得する場合には、当該所得について納付されるインドネシアの租税

の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、

日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。 

（ｂ） 〔略〕 

２、３ 〔略〕 
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（別紙１－４） 

〇 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連

邦政府との間の条約（昭和６１年１１月１３日条約第８号。以下「日ソ租税条約」という。） 

第七条 

１ 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方

の締約国において租税を課することができる。 

２ １の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法

令に従つて租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者

である場合には、当該配当の額の十五パーセントを超えないものとする。 

この２の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすもの

ではない。 

３ この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利（信用に係る債権を除

く。）から生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であつて分配を行う法人が居住者とされ

る締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。 

４ 〔略〕 

第二十条 

１ 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法

令に従い、日本国の居住者がこの条約の規定に従つてソ連邦において租税を課される所得をソ連

邦において取得する場合には、当該所得について納付されるソ連邦の租税の額は、当該居住者に

対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち

当該所得に対応する部分を超えないものとする。 

２〔略〕 
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（別紙１－５） 

〇 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約（平成

３０年１２月２８日条約第１７号による廃止前の昭和４５年４月１３日条約第１号。以下「日白租

税条約」という。） 

第十条 

１ 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方

の締約国において租税を課することができる。 

２ １の配当に対しては、当該配当を支払う法人が居住者である締約国において、その締約国の法

令に従つて租税を課することができる。その租税の額は、次の額を超えないものとする。 

（ａ） 〔略〕 

（ｂ） ベルギーにおいては、 

（ⅰ） 当該配当の受領者が、当該配当が支払われることとなる日に先立つ六箇月の期間を通

じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも二十五パーセントを所有する

法人である場合には、当該配当の金額の五パーセント 

（ⅱ） その他のすべての場合には、当該配当の金額の十五パーセント 

この２の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすもの

ではない。 

３ この条において「配当」とは、株式、受益株式、発起人株式その他利得の分配を受ける権利

（信用に係る債権を除く。）から生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であつて分配を行

なう法人が居住者である締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。 

４、５ 〔略〕 

第二十三条 

１ この条約の規定に従つて直接に又は源泉徴収により納付されるベルギーの租税は、日本国以外

の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の現行の規

定及びこれらの規定についてその後行なわれる改正でその原則に影響を及ぼさないものに従い、

日本国の租税から控除するものと〔中略〕する。 

２、３〔略〕 
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（別紙２） 

平成29年分の所得税等の更正処分等に係る課税の経緯 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 審査請求 審査裁決 

年月日 
平成30年 
３月15日 

平成30年 
10月12日 

平成30年 
12月16日 

令和元年 
７月２日 

総所得金額 
（②＋③） 

① 4,435,968 4,435,968

更 
正 
処 
分 
等 
の 
全 
部 
取 
消 
し 

棄 
却 

内

訳

配当所得の金額 ② 3,330,092 3,330,092

雑所得の金額 ③ 1,105,876 1,105,876

所得控除の額の合計額 ④ 479,520 479,520

課税される所得金額 
（①－④） 

⑤ 3,956,000 3,956,000

算出税額 ⑥ 363,700 363,700

配当控除の額 ⑦ 132,866 132,866

差引所得税額 
（⑥－⑦） 

⑧ 230,834 230,834

復興特別所得税額 
（⑧×2.1％） 

⑨ 4,847 4,847

外国税額控除の額 ⑩ 259,890 106,334

所得税等の源泉徴収税額 ⑪ 470,160 470,160

納付すべき税額 
（⑧＋⑨－⑩－⑪） 

⑫ △494,369 △340,813

過少申告加算税の額 ⑬ 15,000

（注１） 「課税される所得金額」（⑤欄）の金額は、千円未満の端数を切り捨てた後の金額である（国税通 

則法118条１項）。 

（注２） 「納付すべき税額」（⑫欄）の「△」は、還付金の額に相当する金額である。 
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（別紙３） 

平成２９年分の所得税等の納付すべき税額等 

１ 総所得金額 ４４３万５９６８円 

上記金額は、次の（１）及び（２）の合計額であり、原告が本件確定申告書に記載した総所

得金額と同額である（乙１４〔１枚目・⑤欄〕）。 

（１）配当所得の金額 ３３３万００９２円 

上記金額は、原告が本件確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である（乙１４

〔１枚目・③欄〕）。 

（２）雑所得の金額 １１０万５８７６円 

上記金額は、原告が本件確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である（乙１４〔１

枚目・②欄〕）。 

２ 所得控除の額の合計額 ４７万９５２０円 

上記金額は、原告が本件確定申告書に記載した所得から差し引かれる金額の合計額と同額で

ある（乙１４〔１枚目・⑳欄〕）。 

３ 課税される所得金額 ３９５万６０００円 

上記金額は、前記１の総所得金額４４３万５９６８円から上記２の所得控除の額の合計額４

７万９５２０円を控除した後の金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により千円未満の端

数を切り捨てた後のもの）であり、原告が本件確定申告書に記載した課税される所得金額と同

額である（乙１４〔１枚目・㉑欄〕）。 

４ 納付すべき税額 △３４万０８１３円 

上記金額は、次の（１）の金額３６万３７００円から、（２）の金額１３万２８６６円を控

除し、（３）の金額４８４７円を加算して、更に（４）の金額１０万６３３４円及び（５）の

金額４７万０１６０円を控除した後の金額である。 

（１）課税総所得金額に対する税額 ３６万３７００円 

上記金額は、前記３の課税される所得金額３９５万６０００円に所得税法８９条１項に

規定する税率を乗じて算出した金額であり、原告が本件確定申告書に記載した課税総所得

に対する税額と同額である（乙１４〔１枚目・㉒欄〕）。 

（２）配当控除の額 ３万２８６６円 

上記金額は、所得税法９２条１項の規定に従い、前記１（１）の配当所得の金額３３３

万００９２円からそのうちに含まれる外国法人から受けるものの金額２００万１４３２円

を控除した後の金額１３２万８６６０円に１００分の１０を乗じて計算した金額であり、

原告が本件確定申告書に記載した配当控除の額と同額である（乙１４〔１枚目・㉓欄〕）。 

（３）復興特別所得税の額 ４８４７円 

上記金額は、前記（１）の金額３６万３７００円から上記（２）の金額１３万２８６６

円を控除した後の金額２３万０８３４円に復興特別措置法１３条に規定する１００分の２．

１の税率を乗じて計算した金額であり、原告が本件確定申告書に記載した復興特別所得税

の額と同額である（乙１４〔１枚目・㉟欄〕）。 

（４）外国税額控除の額 １０万６３３４円 
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上記金額は、次のアからウまでの金額の合計額である。 

ア 所得税法９５条１項の規定による外国税額控除の額 １０万４１４８円 

上記金額は、次の（ア）の控除限度額が（イ）の控除対象外国所得税の額を下回ること

から、（ア）の金額である。 

（ア）控除限度額 １０万４１４８円 

上記金額は、所得税法施行令２２２条の規定により、所得税法９５条の規定を適用し

ないで計算した原告の平成２９年分の所得税の額、すなわち、課税総所得金額に対する

税額（前記（１））３６万３７００円から配当控除の額（前記（２））１３万２８６６円

を控除した後の金額２３万０８３４円に、平成２９年分の所得総額（総所得金額）４４

３万５９６８円（前記１）のうちに同年分の調整国外所得金額２００万１４３２円（乙

１４〔２枚目・「〇 所得の内訳」中の「外国株式の配当」欄の「収入金額」欄〕）の占

める割合を乗じて計算した金額である。 

（イ）控除対象外国所得税の額 ２３万３９９３円 

上記金額は、原告が平成２９年中に納付することとなった外国所得税の額２５万９８

９０円（内訳は、アメリカ３万５１３０円、インドネシア１０万３５８３円、ベルギー

３万３０６２円及びロシア８万８１１５円。甲１〔６頁・別表２「外国所得税の額」

欄〕）から、日尼租税協定１０条２項（ｂ）の規定によりインドネシア政府において課

することができることとされている額（配当の額の１５％に相当する金額）を超える部

分に相当する金額２万５８９７円を控除した後の金額である。 

すなわち、所得税法施行令２２２条の２第４項４号は、控除対象外国所得税の額から

除かれる外国所得税の額として、我が国が租税条約を締結している条約相手国において

課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定により当該条約相手国において課

することができることとされている額を超える部分に相当する金額を規定し、また、日

尼租税協定１０条２項（ｂ）は、インドネシアの居住者である法人が日本の居住者に対

して支払う配当について、インドネシア政府が課することができることとされている租

税の額は配当の額の１５％に相当する金額を超えないものとする旨規定している。 

これを本件について見ると、本件Ｂ証券支払通知書に記載された「Ｃ」、「Ｄ」及び

「Ｅ」の３銘柄は、いずれもインドネシアに本店を置く、いわゆるインドネシアの居住

者である法人の株式（乙１７～１９）であるところ、当該３銘柄の配当に係る外国所得

税の額は、各銘柄の「配当等の金額」欄に記載された金額に２０％の割合を乗じた金額

に相当する額となっている（乙１５〔１枚目・「上場株式配当等の支払状況」の「（国外

投資信託等又は国外上場株式の配当等）」表中の各銘柄の「外国所得税の額」欄並びに

別表の「①配当等の金額」欄及び「②外国所得税の額」欄〕）。 

しかしながら、上記の日尼租税協定１０条２項（ｂ）の規定のとおり、控除対象外国

所得税の額の計算において、インドネシア政府が課することができる租税の額（配当の

額の１５％に相当する金額）を超える部分に相当する金額は除かれるのであるから、上

記３銘柄の配当に係る外国所得税の額のうち、それぞれ配当の額の１５％に相当する金

額を超える部分の金額の合計額２万５８９７円（本別紙別表の「④控除対象外国所得税

から除かれる額」欄の「合計」欄参照）は原告の平成２９年分の控除対象外国所得税額
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の額から除かれることとなる。 

イ 所得税法９５条２項の規定に基づく外国税額控除の額 ０円 

原告には、平成２９年において、控除限度超過額に充てられることとなる前３年以内の

各年の国税の控除余裕額の合計額（すなわち繰越控除限度額）がないから（乙１６〔３

頁・「５ 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の前３

年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細］の表中の「ヨ 前年繰越額及び本年発

生額」欄の「平成２６年分（３年前）」欄から「平成２８年分（前年）」欄まで及び「合

計」欄〕）、所得税法９５条２項の規定に基づいて所得税の額から控除される金額は０円

である。 

ウ 復興特別措置法１４条１項の規定により復興特別所得税の額から控除する額 

２１８６円 

上記金額は、次の（ア）の金額のうち、（イ）の金額を限度として、原告の平成２９年

分の復興特別所得税の額から控除する金額である。 

（ア）控除対象外国所得税の額のうち控除限度額を超える金額 １２万９８４５円 

上記金額は、控除対象外国所得税の額２３万３９９３円（前記ア（イ））のうち所得

税の控除限度額１０万４１４８円（前記ア（ア））を超える金額である。 

（イ）復興特別所得税控除限度額 ２１８６円 

上記金額は、復興特別所得税に関する政令３条１項の規定により、原告の平成２９年

分の復興特別所得税の額４８４７円（乙１４〔１枚目・㉟欄〕）に平成２９年分の所得

総額４４３万５９６８円のうちに同年分の調整国外所得金額２００万１４３２円の占め

る割合（前記ア（ア）参照）を乗じて計算した金額である。 

（５）所得税等の源泉徴収税額 ４７万０１６０円 

上記金額は、原告が本件確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である（乙１４〔１

枚目・㊳欄〕）。 

以上 
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別紙３・別表、別紙４省略 


